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業
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と
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科
学
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管
(
４
か
所
)
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済
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業
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1
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管
(
２
か
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県
志
賀
オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
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島
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県
原
子
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防
災
セ

ン
タ
ー

新
潟

県
柏

崎
刈

羽
原
子

力
防
災

セ
ン
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ー

神
奈

川
県

川
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フ
サ
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大
阪
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イ
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イ
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川
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オ
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イ
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イ
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イ
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岡
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岡
原

子
力
防

災
セ
ン

タ
ー

茨
城

県
原

子
力

オ
フ
サ

イ
ト
セ

ン
タ
ー

(注
)
経
済
産
業
省
及
び
文
部
科
学
省
の
資
料
に
基
づ
き
当
省
が
作
成
し
た
。
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図表１－２ オフサイトセンターに関する規定 

○ 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）（抜粋） 

（緊急事態応急対策拠点施設の指定等）  

第 12 条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第 26 条第２項に規定する者による緊急事態

応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府

県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの（以下「緊急事態応

急対策拠点施設」という。）を指定するものとする。  

２～５（略） 

 

○ 原子力災害対策特別措置法施行規則（平成 12 年総理府・通商産業省・運輸省令第２号）

（抜粋） 

（緊急事態応急対策拠点施設の要件）  

第 16 条 法第 12 条第１項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 当該原子力事業所との距離が、20 キロメートル未満であって、当該原子力事業所に

おいて行われる原子炉の運転等の特性を勘案したものであること。 

二 原子力災害合同対策協議会の構成員その他の関係者が参集するために必要な道路、

ヘリポートその他の交通手段が確保できること。 

三～六（略） 

七 当該原子力事業所との距離その他の事情を勘案して原子力災害合同対策協議会の

構成員その他の関係者の施設内における被ばく放射線量を低減するため、コンクリー

ト壁の設置、換気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。 

八（略） 

九 報道の用に供するために必要な広さの区画を敷地内又はその近傍に有しているこ

と。 

十、十一（略） 

十二 当該緊急事態応急対策拠点施設が使用できない場合にこれを代替することがで

きる施設（第二号の要件を満たし、かつ、必要な通信設備を備えた十分な広さを有

するものに限る。）が当該緊急事態応急対策拠点施設からの移動が可能な場所に存

在すること。 

 

（注）下線は当省が付した。 
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図表１－４ オフサイトセンターにおける被ばく放射線量の低減措置 

【被ばく放射線量を低減する効果を有する換気設備の概要】 

六ヶ所オフサイトセンターの換気設備は、原子力災害が発生した場合に、現地に配置さ

れた国の原子力防災専門官の指示を受けて、同オフサイトセンターが所在する原子力防災

研究プラザ１階にある防災技術センター業務室の中央集中盤にて系統切替えの操作を行

い、オフサイトセンター内の合同対策協議会室及び機能グループエリア以外のすべての換

気口等を遮断し、外気処理空調機のフィルターユニットのファンに組み込まれた高性能エ

アフィルター（焼却型ＨＥＰＡフィルター）を介して外気を取り入れるものとなっている。

また、北海道原子力防災センターの換気設備は、プレフィルター、塩害防止フィルター

及びＨＥＰＡフィルターの３層構造となっている。 

一方、原子力事業所の事故時に公衆の線量評価の対象とされている核種は、下表のとお

りとなっており、これらの換気設備においても除去することができない放射性物質の放出

も想定されている。 

 

表 事故時に公衆の線量評価の対象とされている核種 

施設の種類 核種 

実用発電用原子炉 放射性希ガス、放射性ヨウ素 

核燃料再処理施設 Ｈ－３、Ｃ－14、Ｃｏ－60、Ｋ－85、その他放射性希ガス、 
Ｓｒ－90、Ｒｕ－106、Ｉ－129、Ｉ－131、その他放射性ヨウ素、
Ｃｓ－137、Ｐｕ（α） 

核燃料加工施設 Ｕ 

廃棄施設 Ｈ－３、Ｃ－14、Ｃｏ－60、Ｎｉ－59、Ｎｉ－63、Ｓｒ－90、 
Ｎｂ－94、Ｔｃ－99、Ｉ－129、Ｃｓ－137、 
全α（Ａｍ－241、Ｐｕで代表） 

（注）環境放射線モニタリング指針（平成 20 年３月原子力安全委員会了承）による。 

 

【オフサイトセンターにおける出入管理】 

オフサイトセンターには、報道関係者等が使用するプレスセンターや除染を行うための

シャワー設備のある室に直結する出入口等、通常使用している出入口の他にも出入口があ

るが、放射線下においては施設内が汚染されないよう、出入口を限定し、使用しない出入

口を封鎖するなどの対応を行わなければ、オフサイトセンター内の被ばく放射線量の低減

が図られないおそれがある。 

 

（注）当省の調査結果による。 
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図表１－５ 代替施設における通信設備の設置状況 

調査した 13 代替施設のうち、５代替施設においては、平常時から通信設備が設置されて

いないため、以下のとおり、緊急時に対応するとしている。 

 

【北海道原子力防災センターの代替施設】 

北海道原子力防災センターの代替施設としては、北海道後志合同庁舎２階講堂の利用が

予定されている。しかし、この講堂には、平常時、電話・ＦＡＸの通信設備は設置されて

おらず、緊急時には、合同庁舎の電話回線を講堂まで配線を引き、電話・ＦＡＸを合同庁

舎内の他部署からの持ち込みとＮＴＴ等の業者からレンタルで、必要な台数を確保する。

 

【宮城県原子力防災対策センターの代替施設】 

 宮城県原子力防災対策センターの代替施設としては、宮城県石巻合同庁舎の大会議室の

利用が予定されている。しかし、この大会議室には、平常時、電話・ＦＡＸの通信設備は

設置されておらず、緊急時には、ＮＴＴの臨時回線を敷設する。 

 

【島根県原子力防災センターの代替施設】 

島根県原子力防災センターの代替施設としては、島根県松江合同庁舎の講堂の利用が予

定されている。しかし、この講堂には、平常時、電話・ＦＡＸの通信設備は設置されてお

らず、緊急時にはＮＴＴ等関係者へ連絡を行い、合同庁舎２階の交換機から臨時回線を敷

設し、電話・ＦＡＸ用として 20 回線を確保する。 

 

【愛媛県オフサイトセンターの代替施設】 

 愛媛県オフサイトセンターの代替施設としては、愛媛県南予地方局八幡浜支局７階大会

議室及び中会議室の利用が予定されている。しかし、この大会議室には、平常時、電話・

ＦＡＸの通信設備は設置されていないが、電話回線は敷設されているため、緊急時には、

同支局内の各部署から電話機等を持ち込み、回線に接続することにより電話・ＦＡＸ合わ

せて約 10 台を確保する。ただし、それ以上必要な場合は、同支局内の交換機から臨時に回

線の敷設工事を行い、確保する。 

 

【鹿児島県原子力防災センターの代替施設】 

 鹿児島県原子力防災センターの代替施設としては、鹿児島県北薩地域振興局本庁舎の４

階第１会議室の利用が予定されている。しかし、当該会議室には、平常時、電話・ＦＡＸ

の通信設備は設置されていないが、電話回線は敷設されているため、同局内の各部署から

電話機等を持ち込み、回線に接続することにより電話・ＦＡＸ合わせてとして 67 台を確保

する。 

 

（注）当省の調査結果による。 
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図表１－６ 水災に関する規定 

○ 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）（抜粋） 

（目的）  

第１条 この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被

害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 
（国の機関が行う洪水予報） 

第 10 条 （略） 

２ 国土交通大臣は、２以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川

で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につ

いて、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、

はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深

を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

３ （略） 

 
（都道府県知事が行う洪水予報） 

第 11 条 都道府県知事は、前条第２項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流

域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した

河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その

状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標

管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知さ

せなければならない。  

２ （略） 
 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う水位情報の通知及び周知） 

第 13 条 国土交通大臣は、第 10 条第２項の規定により指定した河川以外の河川のうち、

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第９条第２項に規定する指定区間外の一級河川（同法

第４条第１項に規定する一級河川をいう。次項において同じ。）で洪水により国民経済

上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位（警

戒水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項

において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の

水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協

力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

２ 都道府県知事は、第 10 条第２項又は第 11 条第１項の規定により国土交通大臣又は自

らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級

河川又は同法第５条第１項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれ

があるものとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれ

に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画
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で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力

を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

３ （略） 

 

（浸水想定区域）  

第 14 条 国土交通大臣は、第 10 条第２項又は前条第１項の規定により指定した河川につ

いて、都道府県知事は、第 11 条第１項又は前条第２項の規定により指定した河川につい

て、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、国土交

通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨によ

り当該河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定するも

のとする。  

２ 前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかに

してするものとする。  

３、４ （略） 

 

（注）下線は当省が付した。 
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図表１－７ 島根県原子力防災センターとその代替施設の立地状況 

（注）松江市ハザードマップ（城東地区、津田地区）に基づき当省が作成した。 

 

オフサイトセン

 
ター（島根県原子

力防災センター）

オフサイトセンターの代替施設

（島根県松江合同庁舎） 

オフサイトセンターの所在区

域は、1.0m～2.0m 未満の浸

水想定区域となっている。 
オフサイトセンター

 

の代替施設の所在区

域は、浸水想定区域

ではない。

当該ハザードマップは、島根県松江市が、

斐伊川水系浸水想定区域図を基に、概ね 150

年に１回程度起こる大雨により、宍道湖・大

橋川が氾濫した場合に想定される、浸水の区

域及び浸水の深さを示したものとなってい

る。  
当該防災マップは、島根県松江市が、斐伊川水系浸水想定区域図を基に、おおむね 150 年

に１回程度起こるといわれる大雨により、宍道湖・大橋川が氾濫した場合に想定される、浸

水の区域及び浸水の深さを示したものとなっている。 

代替施設の所在区域

は、浸水想定区域で

はない。 

代替施設（島根県松江合同庁舎）

オフサイトセン

ター（島根県原子

力防災センター） 

オフサイトセンターの所在区

域は、1.0m～2.0m 未満の浸

水想定区域となっている。 
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図表１－８ 鹿児島県原子力防災センターとその代替施設の立地状況 

 

オフサイトセンター及び代替

施設の所在区域は、2.0m～

5.0m 未満の浸水想定区域と

なっている。 

代替施設 
（鹿児島県北薩地域振興局） 

オフサイトセンター 
（鹿児島県原子力防災センター）

 

 

 

※ 当該防災マップは、鹿児島県薩摩川内市が、国土交通省の作成した浸水想定区域図（平

成 18 年３月現在）を参考に、おおむね 100 年に１回程度起こるといわれる大雨により川

内川と隈之城川の一部が氾濫した場合に、浸水が予想される区域や浸水の深さを示したも

のとなっている。 

（注）薩摩川内市防災マップ（川内地域・川内地区）に基づき当省が作成した。 
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